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Abstract 
There is a dearth of research on the challenges that sign language interpreters experience in the healthcare field, which is the 

most common setting. The purpose of this study was to identify the challenges and strategies of sign language interpreters in 
healthcare settings. Qualitative interviews were conducted with 16 sign language interpreters, and a thematic analysis was 
employed to study the challenges and empirical practices from the interpreters’ perspective. The following four themes, which 
were consistent with the demand-control theory, were extracted from 224 episodes: (A) difficulty in translation in healthcare 
settings, (B) dilemma between healthcare providers and Deaf patients, (C) challenge of building relationships between healthcare 
providers and sign language interpreters, and (D) response to situations where interpretation cannot function. The results indicate 
that sign language interpreters experienced difficulties in responding to the language and nonlanguage aspects of interpreting 
assignments due to healthcare providers’ limited understanding of sign language, Deaf people, and the interpreter’s role. 
Furthermore, a collaboration between healthcare providers and sign language interpreters is essential for Deaf patients’ safety 
and health, and can be promoted through interprofessional education and training, which would enable both groups to 
demonstrate their expertise to each other. 
 

要旨 
手話通訳の派遣先として一番多い医療機関において、手話通訳者がどのような困難を経験しているのかは明らか

にされていない。本研究は、手話通訳者が医療場面で感じる医療者の対応の課題やそれへの対応について、手話通

訳者への質的なインタビュー調査により明らかにするものである。16 名の手話通訳者にグループインタビューを行

い、収集された語りについて、テーマ分析を行った。結果、224 の発話が抽出され（Ａ）医療場面での翻訳作業に伴

う困難（Ｂ）医療者とろう者との関係調整への苦慮（Ｃ）医療者と通訳者との関係調整への苦慮（Ｄ）通訳者が機

能しにくい場面での対応の苦慮、という４つカテゴリーに分類することができた。これらのカテゴリーの内容は、

デマンドコントロールセオリーに一致するものであった。通訳者達は医療場面における言語の翻訳の困難さだけで

はなく、現場に介入する一人の通訳者として、ろう者や医療者との関係性の調整に苦慮していることが明らかにな

った。医療者と手話通訳者がろう者の患者の命を守るという本来の目的のために協働し、互いの専門性を発揮でき

る環境づくりや教育研修の実施が重要である。 
 
キーワード：手話通訳者、医療通訳、ろう者、デマンドコントロールセオリー 
Keywords: Sign language interpreter, Medical interpretation, Deaf, Demand control theory 
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1. 序文 
1.1 医療場面におけるろう者の現状 
 ろう者を取り巻く医療場面での課題はこれまで多く指摘されてきた。ベターコミュニケーション研究会（2007）
による国内の調査では、「利用しにくい施設は？」という問いに聴覚障害者の 73％が「病院」と回答をしている。

NCICE（全米通訳者教育センター）がろう者を対象にアンケート調査を行った 2009 年の報告書においても、通訳者

が必要とされる場面として医療場面のニーズが高い反面、サービスを受けるのが困難な場面として約半数の回答者

が医療場面を挙げている（Beldon, et al., 2009）。困難の具体例としては、医師にマスクをつけたまま話しかけられて

も、何を言っているのか分からないことや入院の際に情報が入ってこないこと、事前に予定されていなかった説明

場面に、すぐに通訳者を用意できないこと（川渕他., 2019）、その他にも、入院中にカーテン越しの声かけが伝わら

ず、急に看護師がやってきて驚いたこと、術後、手腕が拘束された状態で手話も筆談もできず、コミュニケーショ

ンの術が失われたこと等、ろう者の視点から苦痛体験が報告されている（皆川, 2017; Berman et al., 2017; Sirch, L., 
Salvador, L., & Palese, 2018）。 
 とりわけ、医療場面でのろう者を取り巻くコミュニケーションの課題はこれまでに多数報告されており、それが

ひいては医療格差の媒介要因となっていることが明らかになっている（Kuenburg, Fellinger, & Fellinger, 2016）。中で

も、手話を第一言語とするろう者と、音声言語を中心とする医療者との間で起こるコミュニケーションの齟齬は、

結果的に不十分なインフォームドコンセントや、治療や検査が適切に受けられない事態を引き起こしていることが

報告されている（Steingerg et al., 2006; Scheier, 2009）。 
一方で、手話通訳を利用して医療機関を受診することで、満足度が上がることが報告されている（O’Heam, 2006）。

国内でも手話通訳を設置することで、ろう者の受療が促進されたという報告がある（北原他., 1997）。そして、質の

高い医療手話通訳を保障するためには、医療場面に特化した手話通訳者の養成が重要であると指摘されている

（Swabey & Nicodemus, 2011）。 
 
1.2 医療場面での手話通訳における課題 
 医療場面では、通訳の対象となる患者の状況は個人によって多様であり、通訳者個人の経験では捉えきれない側

面がある。音声言語通訳（二つの音声言語に関わる通訳、以下同様）の研究では、医療場面での通訳が他の場面で

の通訳とは異なる特徴をもつことが挙げられている。水野（2005）は「文化的差異に対する知識と配慮」及び「患

者の健康と福利を損なわないようにするための行動（アドボカシー）」を医療場面での通訳の倫理的特徴として挙げ

ている。また、医療場面の通訳全般の特徴として、手話通訳を対象とした研究からも「通訳内容について事前準備

に十分な時間をかけることが困難で即時性が求められること」「予期せぬ感情反応に対応できることも必要とされ

ること」が述べられている（Walker & Shaw, 2011; Hetherington, 2011）。すなわち、医療場面の通訳は、他の日常生活

に関するコミュニティー通訳場面に比し、個別性が大きく、高い専門性が求められることから、音声言語通訳、手

話通訳ともに医療場面に特化した教育プログラムが必要と考えられる。 
 さらに、医療場面の手話通訳は、会議場面等の手話通訳と異なる側面がある。会議通訳等の場では、手話通訳は

複数の通訳者が交代で通訳を行うのが通例であるのに対し、医療場面への派遣において、手話通訳者は複数ではな

く一名体制での派遣が一般的である（阿部, 2015）。そのため、自身の通訳活動について、他の通訳者からフィード

バックを得たり、他の通訳者の行動を観察し学習したりする機会が得られにくいのが現状である。 
 米国では、2000 年代後半以降、医療領域における手話通訳者に関する研究や教育の取り組みが展開されてきた。

手話通訳者の通訳能力に対するろう者の不信感は、医療者への伝達内容を縮小させる（Nicodemus,Whynot & 
Kushalnagar, 2020）ことが研究結果で示されているように、特に医療場面での手話通訳者の技術の向上とそのための

養成は急務である。手話通訳実践に関する研究に取り組んでいる CATIE Center では、「医療手話通訳者（ASL/English 
Medical Interpreter）」の定義について、「手話通訳の国家資格を有し、医療現場での手話話者および音声話者間のコ

ミュニケーションをファシリテートする専門職である」としている（CATIE Center, 2008）。 
 
1.3 国内における医療手話通訳の養成・利用体制 
国内における手話通訳制度は、主に自治体に登録した手話通訳者が、ろう者や企画主催者の要請の元、医療機関

や教育機関、講演会場等に派遣されるという流れが一般的である。ろう者がこの手話通訳派遣制度を利用している

場面について複数回答で尋ねた調査では、64.8％が「医療」であり、2 番目に多い「役所での手続き・相談」の 31.8％
の 2 倍以上であった（厚生労働省, 2013）。しかし、これらの手話通訳者の養成カリキュラムには、医療場面に特化

した研修内容はほとんど含まれていない。また、現任者対象の研修等でも、医療場面に関する事例検討は限られて

おり、多くは自己研鑽に委ねられている状況がある（筑波技術大学, 2019）。ろう者が受診する際に、依頼を受け、
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病院に行き通訳を行う派遣通訳とは異なり、近年は、日常的に病院に常駐している設置手話通訳者も見られるよう

になってきた。「病院で働く手話言語通訳者の全国実態調査」の調査報告書（筑波技技術大学 & インフォメーショ

ンギャップバスター, 2021）によると、手話通訳者が配置されている病院は全国で 42 か所である。しかし、これら

の病院での設置通訳者の募集条件として、手話通訳士（注釈１）の資格や、医療に関する資格や知識が必須ではな

いところも存在する。 
つまり、国内では医療場面での手話通訳は、医療の専門性に特化した研修や学習の機会をもたない手話通訳者の

派遣制度に頼っており、少数ながらも病院に設置されている手話通訳者であっても、経験や自学により専門性を徐々

に身につけていくことに委ねられているのが現状である。 
 
1.4 手話通訳者が抱える構造的な困難 
 医療場面に関する手話通訳者への研修のあり方は各国の制度や歴史的経緯によって異なるものの、手話通訳者が

抱える困難については構造的なものであるという指摘がなされるようになってきた。すなわち、手話通訳者は、フ

ァシリテート（通訳活動を効果的に行い、双方のコミュニケーションを円滑にするための行為）のプロセスにおい

て、言語間通訳のみならず、倫理判断、介入判断に迫られるといったように様々なデマンド（処理すべき事項）を

抱えているという指摘である（Dean & Pollard, 2001）。稲生＆染谷（2005）が音声言語通訳について「通訳者は本来、

黒子であり、自分の意見や解釈を差し挟むことがあってはならないと考えられている（P80）」と述べているように、

手話通訳者においても、かつては音声および手話でなされる発言のみを忠実に訳すための翻訳機械や導管のような

存在が理想的であるとみなされてきた。しかし、現在では、音声言語通訳に関する領域においても、通訳利用者双

方のもつ文化の違いが注目されるようになり、通訳者を「異文化ファシリテーター（辻, 2006）」や「文化の仲介者

（鳥飼, 2007）」として捉え直す動きが見られるようになってきた。そして、手話通訳の領域でも通訳者はその場に

現に存在する者であり、その存在の影響を積極的にふまえ、異文化間の仲介を含めた様々なデマンドへの対応とい

った場の調整等を行う者として捉えられるようになり、そのような視座からの研究もみられるようになってきた

（Metzger, 1999; Annie et al., 2012）。 
 Dean & Pollar（2001）によると、手話通訳者が抱えるデマンドは、 
１）言語的（Paralinguistic）デマンド 
（例：言語モダリティ、通訳者の言語スキル、専門用語の理解等） 
２）環境的（Environmental）デマンド 
（例：業務そのものの性質、制度、通訳現場における物理的バリア、スーパービジョン体制等） 
３）個人間（Interpersonal）デマンド 
（例：通訳者の役割に対する利用者（医療者を含む）の理解、職務上の権限や力関係等） 
４）個人内（Intrapersonal）デマンド 
（例：ろうの利用者に向けられる抑圧に対する心理的反応、自身の通訳実践に対する内省、現場における匿名性と

孤立感、守秘義務） 
の四つに区分できるという。しかし、Dean & Pollard（2001）は、通訳者養成カリキュラムにおいては、言語的デマ

ンドに焦点が当てられており、その他のデマンドに対応していないと指摘している。このような状況の中で、手話

通訳者は、医療現場における手話通訳実践では、高度なデマンドを調整しながらも、常に適切な判断をする、すな

わちデマンドコントロールのスキルが求められているのである。 
 しかし、国内では医療場面における課題について、ろう者の立場からの実体験として、その課題が挙げられてい

る文献は見受けられても、その課題解決の主要な役割を担うと考えられる手話通訳者自身が感じている医療場面で

の課題について明らかにした文献は、筆者の知る限り皆無である。 
 
1.5 研究の目的 
本研究は、これまでの研究で着眼されにくかった手話通訳者の視点から、医療場面での通訳において手話通訳者

が感じる困難さや不全感、苦慮している点等の課題やそれへの対応を、インタビューを通して明らかにすることが

目的である。 
 

2. 研究方法 
2.1 研究対象とデータ収集 
研究デザイン 
 本研究は、国内で活動する手話通訳者を対象とした質的記述的研究である。 
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研究参加者 
 研究参加者は、医療現場での音声日本語－日本手話の手話通訳の職務経験がある手話通訳者とした。手話通訳者

の所属先が病院であるか（以下、設置通訳者及び兼任通訳者）、病院外であるか（以下、派遣通訳者）によって手

話通訳者とろう者、医療者との関係性が異なることが手話通訳活動に与える影響を考慮して、病院設置通訳者等の

経験者と派遣通訳者の経験者の両方を組み入れた。研究参加者の募集は、筆頭著者と共著者の機縁および医療分野

に関する手話通訳者のメーリングリスト内での呼びかけにより行った。除外基準は設けなかった。 
調査手順 
 調査協力の呼びかけに応じた手話通訳者に対し、研究目的やインタビュー内容等研究概要を説明し、協力を依頼

した。口頭で調査協力に同意した手話通訳者に対し、インタビューの日程調整を行った。なお、研究参加者同士が

互いの語りから自身の経験を想起できることを企図して、日程の都合上、他の通訳者と日程の合わなかった 1 名を

除き、2～3 名のグループインタビューの形をとった。日程の合わなかった 1 名は個別インタビューを実施した。イ

ンタビュー前とインタビュー開始時に、研究目的、調査内容、協力の任意性、匿名性の保持等について改めて口頭

と文書で説明し文書同意を得た後、オンライン遠隔会議システム Zoom を用いて、半構造化面接によるインタビュ

ーセッションを実施した。所要時間はセッションの参加者が 1 名もしくは 2 名の場合は 60 分、参加者が 3 名の場

合は 90 分とした。調査期間は、2021 年 1 月～4 月であった。研究参加者には謝礼として、後日 1,000 円の Quo カー

ドを贈呈した。医療場面での手話通訳の実務経験がある筆頭著者（通訳歴 20 年程度、派遣通訳者）がインタビュア

ーを務めた。医療場面での通訳の経験談を参加者から引き出すためには、インタビュー調査の経験のある研究者で

あり、かつ参加者と同じく医療場面での通訳の経験を共有している手話通訳者である筆頭著者が担うことが相応し

いと判断した。 
 研究参加者の承諾を得て Zoom でのインタビューの様子を録画し、メモを取った。また、質問紙により研究参加

者の通訳活動の経験年数や医療場面での通訳の頻度等背景情報を収集した。 
調査内容 
 研究参加者にこれまでの医療場面での手話通訳経験を想起してもらい、課題と感じることやそれへの対応につい

て尋ねた。具体的には、「医療場面の手話通訳で課題と感じることはありましたか」「その課題についてどのよう

な対応をしましたか」等、インタビューガイドをもとに半構造化面接を行い、研究参加者の自由な発言を促した。

なお、医療場面は外来における診察に限定せず、待合室や検査、入院の場面等医療機関での全てのコミュニケーシ

ョンについて尋ねた。話題が途切れた際等には、インタビュアーが自身の経験や他のインタビューセッションで回

答されたコメントを発言者を伏せて口頭で提示し、話題の提供を行った。 
 
2.2 データの分析と整理 
分析方法 
 インタビューセッションを逐語録に起こし、テーマ分析の手法を参考に以下の手順で質的記述的に分析した。テ

ーマ分析は、データ分析の際に内容を表す概念であるコードを付し、それらの概念の高次化と構造化を行っていく

分析である。生データから帰納的にテーマを生成し、内容を客観的・体系的に記述することに適している（土屋, 2016; 
大谷, 2019）。以下の手順でカテゴリーを生成した。 

1）逐語録を通読し、手話通訳者が経験した医療場面での困難等の課題を述べていると考えられる語り（以下、発

話）を抽出する。 
2）抽出した発話を類似した内容ごとにまとめ、内容を要約するコードを付ける（コーディング）。 
3）通訳者がいだく困難や対応という視点からコードをまとめ、サブカテゴリーを作成する。 
4）サブカテゴリーを医療場面や、会話の構成員（医療者、ろう患者、手話通訳者）の関係性に着目して整理し、

カテゴリーを生成する。 
 コーディング及びサブカテゴリーの作成、カテゴリーの生成は筆頭著者が行い、その分析内容について信用性、

独創性、共鳴性、有用性の観点から、ヘルスコミュニケーション学、看護学、障害学、手話通訳等を専門とする 5
名の共同研究者で合意が得られるまで議論した。5 名の研究者は、ろう研究者 2 名、手話通訳士資格をもつ聴者の

研究者 1 名、手話を解さない聴者の研究者が 2 名であり、議論にあたっては、2 名の手話通訳者が交代で通訳を務

めた。コーディング及びサブカテゴリーの作成、カテゴリーの生成には、NVivo （R1.6.1 ） を用いた。 
倫理的配慮 
 本研究は国立がん研究センター研究倫理審査委員会の承認（研究課題番号 2020-172）を得て行った。調査にあた

り、研究目的、内容、インタビュー時間・回数、回答内容の匿名化と秘密保持、参加の任意性、結果公表について

口頭と文書で説明し、書面にて同意を得た。また、本調査の目的は手話通訳者から見た医療場面における課題を尋
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ねるものであり、問題を感じた医療機関や支援した患者の情報を尋ねるものではないことを説明したうえで、調査

を実施した。 
 
3. 結果 
3.1 研究参加者 
 手話通訳者 16 名が参加した。手話通訳者としての活動形態（派遣または設置、兼任）、通訳活動歴、医療場面で

の通訳の経験頻度を表 1 に示す。 
 
表１ 研究参加者 

 

 参加者は、各セッションともお互いに親疎の差はあるものの面識（又はメーリングリストでのやりとり）があっ

た。  
 活動形態は、半数（A～H の 8 名）はろう者が受診等をする際に病院に派遣される派遣通訳であり、残りの半数

（I～P の 8 名）は病院に常駐もしくは在籍していた通訳者であった。なお、N～P の 3 名は、日頃、看護師等の医

療職として勤務しながら、必要に応じ院内で手話通訳を担う、もしくは、過去に経験があった兼任通訳者であった。

本稿では、I～M を設置通訳、N～P を兼任通訳とした。 
 手話通訳者 L 以外は、手話通訳士の資格を有していた。通訳者としての活動歴は、全体の半数が 10 年以上の経

験を有していた。また、うち 2 人（E,F）は手話通訳を派遣するコーディネータ業務も行っていた。 
 インタビューセッションは個人とグループ形式合わせて、計 7 回実施された。総時間は約 8 時間 30 分であった。 
3.2 抽出された課題 
 インタビューから医療場面での課題やその対応について 224 の発話が収集された。それらの発話をコーディング

した結果、計 12 のサブカテゴリーが生成され、以下の（A）～（D）の 4 つのカテゴリーに分類された（表２）。

（A）～（D）のカテゴリーは、（A）「医療場面での翻訳作業に伴う困難」の他、医療場面を形成する医師とその

他の構成員との相互関係の視点から、（B）「医療者とろう者との関係に関する困難」、（C）「医療者と通訳者との関

係に関する困難」、さらに、（D）「通訳者が機能しにくい場面での対応の苦慮」であった。なお、一つのサブカテ

ゴリーが、他のカテゴリーとも関わっている場合もあり、サブカテゴリーは排他的ではなかった。 
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表２ カテゴリーを構成するサブカテゴリ―及びコード 
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以下、サブカテゴリーについて、発話例を交えつつ示す。A1-1 から示されている「」はサブカテゴリーを形成する

コードを示している。 
（Ａ）医療場面での翻訳作業に伴う困難 
 医療場面での経験や研修の機会が整っていない手話通訳者にとって、医療場面特有の用語や言い回し、その時々

の状況に即した翻訳作業の難しさが手話通訳者から聞かれた。 
（A1）医療場面特有の用語や言い回し 
 インタビューでは、医療用語に関する知識不足や特有の言い回しを翻訳する際の苦慮が挙げられた｡ 
A1-1「医療用語に関する知識」 

  特定の病気について通院をしているろう者と医療者との間で共有されている病気や治療法等の専門用語を、医療

知識の乏しい通訳者が理解し翻訳することへの困難が複数の通訳者から語られた。〈発話例１〉では「脳下垂体」

という用語について翻訳に苦慮したという事例である。 

 また、視覚言語である手話では、日本語には表象されていない視覚情報を言語に取り込む写像的な表現が存在す

る。そのため、医療用語についてはその用語の意味だけでなく、機器の形状や臓器の位置、検査や手術の方法等の

視覚的知識も必要とされることが語られた〈発話例２〉。 

〈発話例１〉「医療用語（脳下垂体）」 
例えば、脳下垂体はどことか、聞けば脳なんだろうということは分かるんですけど、（中略）「じゃあこの体の調整するのが、

脳下垂体のホルモンがね」とかいうところをぱっと言ったりする先生がいるんですね。（Ｋ：設置通訳） 

〈発話例２〉「用語の画像検索」 
医者が言ったその言葉がどういう形のものなのかというのは結構把握をしないといけなかったり。事前にその病気が分かっ

ているときは、グーグルで文章を調べたりする前に先に画像検索をかけたりします。（A：派遣通訳） 

A1-2「医療場面特有の言い回しに対する翻訳」 
 医療現場では、日常とは異なる医療現場特有の言い回しが存在する。手話通訳者は、その翻訳をどのように行う

かに苦慮することが語られた。例えば、正式な病名等の医療用語ではないが慣用的で比喩的な表現として「おなか

の風邪」という例があった〈発話例３〉。「おなかの風邪」と聞いて、手話で/お腹/風邪（咳をするような表現）/と
直訳してもろう者には意味が理解できないであろう。聴者（聞こえる者）は、「風邪」という言い方から「大病では

なく、流行性のうつる病気」の例えだろうと推測するかもしれないが、ろう者にとっては「風邪（咳の表現）」と見

ると咳や発熱といった目に見える症状を想起する場合もある。 
〈発話例３〉「おなかの風邪」 
「おなかの風邪」って何となく聞いていたけど、「おなかの風邪」ってどう訳すみたいな。（中略）だから、そのときも、「先

生、おなかの風邪って」って言って、ちょっと聞きましたね。（A：派遣通訳） 

 また、医療場面独特の言い回しを日本手話の言い回しに翻訳する難しさも聞かれた。例えば、看護師の資格を持

つ通訳者からは「命に関わる」という語をどう訳せばよいのか医師に確認をしたという例が挙げられた〈発話例４〉。

一般的に手話に訳す際は/死ぬかも/という表現を用いるが、通訳者がこれまでの医師との関わりの中で、担当医師は

それを良しとしているのか、「敢えて、死ぬという語を避けているのではないか」といったことについて話者である

医師の意向をふまえつつ、通訳活動を行う苦労がうかがえた。また、「かもしれない」という程度についても表現に

迷う様子があった。 
〈発話例４〉「命にかかわる」 
（造影剤の副作用としてアレルギーについて説明する際に）例えば「先生、「命にかかわる」は「死ぬ」まで表現していいで

すか」と。ろう者に「命にかかわる」と言っても通じにくいので、「死ぬかも」まで、私は言いたいと。（P：兼任通訳） 

A1-3「医療分野の知識等に関する学習の機会」 
 手話通訳者が、医療場面特有の用語や言い回しについて、その意味を把握し翻訳活動を行うことに苦慮する背景

として、手話通訳者が医療に関する研修を受ける機会がないことが挙げられた。派遣手話通訳の場合、医療場面に

特化した通訳活動を行ってはいないこともあり、専門的な学習の機会は少ない。さらに、病院の設置通訳者におい

ても、その採用条件に医療知識を有する事とは挙げられていないことが多く、設置通訳となってからも自主学習で

医療の知識を得るための努力を行っているのが現状であった〈発話例５〉。さらに、通訳士の資格がなくても設置

通訳者になれる病院もあった。 
  〈発話例５〉「自主学習」 
    今まで医療資格がなくてというところ（中略）とにかく用語が分からない、それは何だろうというところで本当に戸惑     

って、そこから要るんだなと思って独学で看護学生向けの本だったり、そういうのも覚えていかなきゃいけない。（I：設置
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通訳） 

（A2）事前情報の把握 
 手話通訳者は高度な翻訳活動を行っているため、通訳の内容について事前に情報を知り準備を行っているが、事

前の情報が入手できない状況に困ったり、待合室でどのように事前情報を得るかについて悩んでいるという語りが

あった。 
A2-1「派遣元のコーディネータからの情報」 
 手話通訳者は円滑な通訳を行うために必要な事前情報を得ようとする。しかし、地域によってはコーディネータ

から通訳者が望むような情報を得られないケースもあった〈発話例６〉。 
〈発話例６〉「情報の引継ぎ」 
前の通訳はこうだったよというのはあまり入ってこない。私は、いろいろ事細かく報告はする。個人情報というよりも次に必

要な情報は当然出すんだけど、多分、その報告の仕方とかもやっぱり学習が足りないのかな。（G：派遣通訳） 

A2-2「待合室での情報収集」 
 通訳者にとって、待合室で患者と過ごす時間が事前の状況把握に有用であることが複数の通訳者から語られた。

患者であるろう者の主訴や病状の把握に加え、患者がどのような手話を用いるのかの見立てのために重要な時間と

捉えていた。その際には患者であるろう者に対し、直接的な質問を避け、世間話を交え間接的に情報収集を行う等、

アプローチの方法について、模索していた〈発話例７〉。 
〈発話例７〉「待合室での対応」 
待合とかでどう人間関係をつくるのかとかも結構、手話通訳は悩みというか。（中略）こっちとしては通訳しやすいためにや

っぱり事前の情報は欲しかったり。でも、そこで関係が壊れると、ちょっと通訳もやりにくかったりもする。その辺のせめぎ

合いというか、それが経験知で積み重なっていくものなのかなと。（A：派遣通訳） 

A2-3「情報を維持するために通訳者を固定すること」 
 通訳者が患者であるろう者の状況を把握し通訳に臨むにあたり、コーディネータを通しての情報の引継ぎや待合

室でのろう者への聞き取りに苦慮し、情報収集が不十分となることを考慮し、一人のろう者に対し、同一通訳者が

連続して通訳を行うということも考えられる。しかし、〈発話例８〉でも通訳者 G が述べていたように、全国的に

通訳者の派遣制度ではろう者からの手話通訳者の指定は、基本的にできない場合が多い。 
〈発話例８〉「指定していいとは言えない」 
必ずは叶わないけど、ろうの利用者に「指名していいですよ」と言ってしまうと、多分全員指名になってしまって、そうでな

い人が動けなくなってしまうから、一応表向きは聞きませんとなっている。（G：派遣通訳） 

（A3）告知等の特殊な場面での精神的負担 
 医療場面において手話通訳者は、告知等の場面に立ち会うこともある。通訳者は一人の人間としてその場に存在

しながらも、コミュニケーションの仲介者として自身の感情や意見は極力出さないように自身の感情を抑制しなが

ら、伝え方や言葉の選択を慎重に行わないといけないというように、神経を擦り減らす作業であったことが語られ

た〈発話例９,10〉。 
A3-1「告知場面等における精神的負担」 
 医療場面では、告知場面など自身の感情を抑え通訳にあたることなどに関し、通訳者として精神的負担を経験し

ていた〈発話例９,10〉。 
〈発話例９〉「告知場面」 
（告知の際に）何か逆に感情を入れたりすると失礼にあたると思って、淡々としていた自分がいたりして、帰り一緒にバ 

スに乗って、涙を流しているろう者を脇で見て、黙って帰った思い出もあります（後略）。（D：派遣通訳） 

〈発話例 10〉「言葉を拾う」 
手話通訳は要は言葉を拾う仕事だと私は思っているんですよね。中にはやっぱり最期のときをここで迎えられる方というの

も当然いて（中略）、お亡くなりになった後とかだと、私はその人の言葉をちゃんと拾えたかなという検証をずっと自分の中

で必ずするようにしているんですね。（K：設置通訳） 

A3-2「相談相手について」 
 医療場面において、精神的な負担を負った通訳者の場合、派遣通訳者はコーディネータが報告を受け、話をきく

ことが多いようであるが、設置通訳の場合は、就任当初は相談相手がいなかったという話も聞かれた〈発話例 11〉。 
〈発話例 11〉「相談相手について」 

私は１人なので最初は本当にしんどかったですね。どこにも出せないし、守秘義務というか、仮に事例で出したとしても私が

出す医療現場は〇〇病院というのが分かっていて、内容を少しでも言ったら、狭い世界じゃないですか。だから出せないから

言えないというのがあって、最近は少し違うかもしれないですけど、逆にあまり聴協（聴覚障害者協会）とかの行事とかいろ
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んなイベントに行きたいんですけど、サークルとかも行きたいんだけどできるだけ行かないようにしているところはありま

す。（ I :設置通訳） 

 
（Ｂ）医療者とろう者との関係調整への苦慮 
 手話通訳者は、ろう者に対応する機会が少ない医療者や医療場面で意思表示がうまくできないろう者との間に立

ち、円滑なコミュニケーションの確立を図るのに苦慮している状況が聞かれた。 
（B1）筆談での対応 
 日本手話は日本語とは異なる独立した文法体系を有する言語である。〈発話例 12〉にあるように「ろう者は日本

語を話したり聞くことができないため、代わりに手で日本語を表現しているだけであり、筆談でコミュニケーショ

ンを十分にとれる」と思っている医療者もいた。聴力や生育・教育環境によっては、筆談でのコミュニケーション

を好むろう者もいる。通訳者は、ろう者に出会う機会の少ない医療者に対して、ろう者の日本語を活用することに

ついての考えや姿勢について、理解してもらうのに苦慮していた。 
〈発話例 12〉「書いたから大丈夫」 
たしかに「書いたから大丈夫やろ」という言葉は頻繁に出ますね。「書いて渡しときましたから」とか、挙句の果てには 

「えっ、漢字は読めないのか」とかひらがなで全部書いたら分かるわけではないというのもよくあります。（M：設置通訳） 

（B2）理解力に対する不適切な見方 
B2-1「理解力の過小評価」 
 医療者がろう者の日本語力の低さを理解力の低さと同義に捉えてしまうケースもあった。さらに、手話通訳者を

介したコミュニケーション場面でも、ろう者の知能が低いと判断されてしまうことがあった。 
 一例として、「ろう者が大腸内視鏡検査のための下剤を飲むタイミングを間違えた」というアクシデントがあった

ときに、通訳者は自身の翻訳エラーが原因と考えていた。しかし、医療者はろう者の理解力の低さが要因であると

結論付けていた〈発話例 13〉。 
〈発話例 13〉「齟齬の要因について」 
大腸カメラの検査の前に下剤をろう者が間違って飲んだんですね。（中略）通訳の問題かもしれないでしょと私は（医師

に）言っているんですけど、ろう者が理解がないから下剤が飲めなくて検査ができなかったとなっていて。（Ｐ：兼任通

訳） 

B2-2「理解力の誤解による治療方針への影響」 
 さらに、ろう者の知能や理解力が低いという認識が治療方針にも影響している場合もあるという指摘もあった。

ろう者が知能が低いと思われた場合、医師から提案される治療の選択肢が狭められたり、優先順位が変更されたり

する場面を通訳者は目の当たりにしていた〈発話例 14〉。 
〈発話例 14〉「治療方法の選択」 
ありますね、やっぱり。そうですね、理解力がないから治療方法を選ぶ時にわりと負担がないような治療方法をファーストチ

ョイスにされたりとかいうようなことは。最終的に決めるのは医師なので、そこでどのくらいの治療効果の差があるかとかい

うのはそんなにないように選ぶのでしょうけれども。（N：兼任通訳） 

（B3）医師に対しろう者の意思表示が不十分である事 
 ここまで、医療者のろう者に対する態度や視点について、通訳者が気が付いたときの不全感等の課題を指摘して

きたが、ろう者から医師等の医療者に対するコミュニケーションや意思表示についても、通訳者から課題の指摘が

なされた。 
B3-1「意思表示ができなくなる」 
 ろう者が待合室などでは通訳者に対し意思表示をしていたとしても、診察室に入り医師と向き合うと自身の意思

表示がなされなくなるという事例があった〈発話例 15,16〉。 
〈発話例 15〉「病院での意思表示」 
普段、すごく通訳者には忠実でいてほしいとか、通訳者がおせっかいをやいてくるのが嫌なんだと言っているろう者が病院

に行くと途端にとても弱くなる。弱いというか通訳者に頼りたくなるという。同じ人でも違う。（H：派遣通訳） 

〈発話例 16〉「通訳者の介入」 
何かもうこれは明らかに言いたいことが言えていないなって、何か待合で、こんなことも聞きたいとかすごく言ってたのに、

言えなくなってるなっていうときは、「ほらさっき、ほら言ってたやん」みたいなのを一生懸命、それがいいのか悪いのかち

ょっと分からないですけど、それは働きかけました。（C：派遣通訳） 

B3-2「ろう者への働きかけ」 
 〈発話例 16〉のように、ろう者が意思表示できていない状況を通訳者が察知し、中立性を保つための行動として
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ろう者の意思を引き出す行動をとる通訳者もいた。しかし、そのような選択をすると述べつつも、「それがいいのか

悪いのか（通訳者 C）」といった発言に見られるように、通訳者が翻訳以外の活動にどこまで介入するのかについて

通訳者間で一定の見解の統一はなされておらず、ろう者の意思表示を引き出す行為を、通訳者という立場を超えた

行為なのかということについて、悩んでいた。〈発話例 17〉では、通訳者 F が介入することについて「一般に学ん

できた学習」とは異なると延べている。通訳者を翻訳機械や導管、黒子のような存在として学んできた通訳者の中

には、実際に直面するデマンドへの対応を迫られる中、研修や事例検討で学んだこととの乖離を述べる者もいた〈発

話例 18,19〉。 
〈発話例 17〉「中立を保つとは」 
個人的な見解なので一般に学んできた学習とはちょっと違うんですけど、やっぱり経験してきて思うのは、中立を保とうと

すると、もともとのバランスが違うところに入るので、何かをしないと中立にならない現場がすごくたくさんある。（F：派遣

通訳） 

〈発話例 18〉「通訳者の研修」 
地域とかで模擬的にやってみようみたいなことをするんですけども、それが本当にいい研修なのかみたいな、そこら辺で。地域

によりますね。（A：派遣通訳） 

〈発話例 19〉「事例検討」 
せっかく事例検討の勉強をしても、結局その事例検討の直接的な効果を十分に得られないまま、次の日その人に会うかもしれな

い。そんな状態で、地域で研修をやっていたりするという現実があるわけです。（D：派遣通訳） 

 
（Ｃ）医療者と通訳者との関係調整への苦慮 
 医療者は手話通訳者の利用に慣れていないため、手話通訳者が自身の立場や通訳の目的、効果的な通訳の利用方

法について、理解を得るための説明に苦慮している様子が聞かれた。 
（C1）手話通訳の立場や役割の誤解 
C1-1「通訳者の存在の誤解」 
 受診にあたって「手話通訳者」の役割が理解されておらず、家族や介護者としての役割をもつかのように扱われ

るとの指摘があり〈発話例 20〉、他の通訳者からも列挙された。この「家族や介護者」としての役割とは、医療者と

患者の双方に対してコミュニケーションを手助けする専門職としてではなく、患者の状況を医療者に説明したり、

代理意思決定者の側面をもつ人と見なしているということを意味していた。 
〈発話例 20〉「家族ではない」 
通訳は家族じゃないですよという。付添いの方どうぞみたいなところじゃなくて、あなたたち（医療者）の言いたいことも言

っている（伝えている）んですよという。（中略）双方の通訳をしていますよというところをまず大前提にしておいてもらう

と、患者さんについてきている人という立場じゃなくて、この場を一緒につくっている人というところでの受け入れ度合が

（違ってくる）、というところかな。（G：派遣通訳） 

C1-2 「通訳の意義に対する誤解」 
 医療者が、手話通訳者が何のためにいるのか、その役割について理解できておらず、病院に通訳者が設置されて

いたとしても診察に呼ばない医療者がいることも聞かれた〈発話例 21〉。「呼ばなくてもいいかと思った」とある

ように医療者は悪意ではなく、手話通訳者の意義について医療者に浸透していないことが要因と考えられる。 
〈発話例 21〉「通訳者を呼ばない医療者」 
「通訳さんいつも忙しいから呼ばなくてもいいかと思った」と言われます。後で「呼んでもらわないと困ります」とか言っ

てけんかになったこともあります。あまりにひどいときはこちらも感情的になって、なぜですかと言ってしまって、あとで

すごく言い返されたこともありますし、そうならないように今はいろいろ根回しをむちゃくちゃしています。（L：設置通

訳） 

（C2）医療者が通訳者に視線を向け話しかける事 
 患者であるろう者が目の前にいるにも関わらず、通訳者に向かって話かける医療者の行為について、違和感を覚

えると複数の通訳者による発話から抽出された〈発話例 22,23〉。このような際に、通訳者はどのように医療者に訂

正したり、状況を回避したりすればよいのか悩まされていた。〈発話例 22〉では、通訳者は話しかけてくる医師の

方に振り向かず、発話をろう者に通訳し続けるという方略をとっている。医師が通訳者に話しかける理由として、

手話通訳者の役割を理解していなかったり、B2「理解力に対する不適切な見方」でふれたようなろう者を理解力の

低い者だと誤解していたりすることから、通訳者を代弁者とみなしている可能性がある。また、そのような誤解を

持っていなかったとしても、患者ではなく、音声を発する通訳者の方を見たり、話しかけたりするという習慣が影

響している可能性を指摘する通訳者もいた〈発話例 24〉。 
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〈発話例 22〉「医師の方を見ない」 
もうやっぱりこっちを見ないでくださいとは言えないので、ただひたすら私はろう者しか見ない。もう視線を感じても絶対そ

れには答えない。（B：派遣通訳） 

〈発話例 23〉「通訳者の対応」 
病院側も通訳に話してしまう。病院側も話が通じる人に話したがるから、それを「あっはいはいはい」と聞いてしまう通訳さ

んは時々見るけど、それは、あっ、この人分かっていないよねと。「患者は分かっていないけど、自分が聞いておいて後から

伝えればいいや」というのはやっぱりよくないなと。その場で医者のほうから「ちょっとこの人に後で言っておいて」と言わ

れることは結構あると思うんだけど「いや、それは直接言ってください」と言わないといけないし、忙しいから早く診察を終

わらせたいという気持ちもあるけど、やっぱり知る権利、自分のことだから自分で聞かないといけないから、通訳に向かって

話されてしまったとしても「あっ、御本人にもう一度言ってもらえますか」と言ってもらったほうがいいと思うかな。（Ｇ：

派遣通訳） 

〈発話例 24〉「通訳を見るのは自然」 
とにかく聞こえる私たちは声で発する人のことを、声を発するほうを見ますよね。当たり前のように。だから私たちが通訳を

していて、「ろう者の○○です。よろしくお願いします」って言ったら、私（通訳者）のほうを見ますよね。それって自然なこ

とです。（E：派遣通訳） 

（C3）医療者に対する関わり方  
 C3-1「医療者に対して意見等をすること」 
〈発話例 25〉では、派遣通訳者が初めてその場で会う医師との信頼関係を築くことの難しさが語られている。視覚

情報を基盤に語られる手話の特性上、視覚的な説明を加えた表現が必要であったり、ろう者の状況にあわせて補足

の説明が必要になる場合もある。医療者の説明を止め、時間をとって再度の説明を求めることを躊躇してしまうと

いう発話もあった。医療者と通訳者との良好な関係性が、患者であるろう者の安心感につながっていた〈発話例 26〉。 
〈発話例 25〉「医師との信頼関係の構築」 
派遣で、出たときに（設置通訳の時と）同じようにやったら開業医の先生が、「何、近づいて、何！」と言われて、やっぱり

病院と同じようにはできないんだと思って、登録（通訳者＝派遣通訳者）の人は大変だなと思って、場所をつくり信頼関係を

一発でつくるのはすごい難しいと思って。改めて思いました。（Ｉ：設置通訳） 

〈発話例 26〉「通訳者の受け入れ」 
やっぱり通訳がつくことに対してウエルカム感があると、本当にろう者の人が「あっ、来てよかったんだ」という感じがす

ごく出て、逆に「何、この通訳！」という態度は、やっぱりその場自体が、「ああ、来たのがまずかったんだ」という雰囲気

になってしまうので。さっきみたいに例えば研修が本当にあって、通訳があって「こういうのがある」と分かっていくこと

もだけれども、分からないときは、「通訳さん、どこに座ったらやりやすいですか」とか聞いてくださる方、先生がいらっし

ゃると。もちろん通訳をするじゃないですか。「どこに座ればいいの」とか「通訳、しゃべり方これでいい」とか何でもいい

ですけど、「分からなかったら聞いてね」という声かけが１つあるだけで、最初の入りがすごくスムーズになるなと思いま

す。（H：派遣通訳） 

C3-2「医師への確認の方略」 
 再度の説明を要求することを躊躇する通訳者は、それ以外の方略を取っていた。具体的には「例えばこういうこ

とですか」と通訳者から意味内容の確認を行う〈発話例 27〉、手話に声を付け医療者にその意訳した内容を確認す

る〈発話例 28〉といったものであった。医療者とろう者にわかるように、声をつけながら、手話で話すコミュニケ

ーション方策は、医療の手話通訳の研修会等でも奨励されたものであった。しかしながら、前述したように、日本

手話と日本語とでは文法体系が異なっているため手指の表現や韻律が音声日本語に引きずられてしまい、ろう者に

とっては分かりにくい表現となってしまうことを懸念していた〈発話例 28〉。 
〈発話例 27〉「通訳者からの例の提示」 
そのままを伝えないとと思うけど、それでもやっぱりこれだったら伝わらないなと思ったときに「多分今のは、例えばこうい

う場合ですよね」って。そして、（医師に）「ふんふん」て言ってもらったら、オーケーが出たからって、「例えばこういうと

き…」って（手話を）出すかもしれませんね。（B：派遣通訳） 

〈発話例 28〉「手話に声をつけること」 

専門用語とか難しい言葉を翻訳をしたときにどういうふうに訳しているのかを医者にも確認してもらうために、声をつけた

ほうがいいんじゃないかという意見があったりもします。でも一方では、声をつけて手話通訳をすると、結局はろう者に分か

らないという、本末転倒で、そこでの意見が分かれていたりとか。（A：派遣通訳） 
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（Ｄ）通訳者が機能しにくい場面での対応の苦慮 
 通訳者は環境によって通訳が機能しにくい状態に直面することがある。医療者やろう者と相談し、通訳はもちろ

ん、医療が最大限に機能できるように場を構築する困難さが語られた。 
（D1）物理的に手話が見えない場面  
 医師と患者、通訳者の位置のセッティングは、ろう者から通訳者が見えやすさを考慮することに加えて、三者の

円滑なコミュニケーションや関係のダイナミクスに影響を及ぼす点で重要である。医療者の動線を配慮し、同意を

得ながら、通訳者は自分の位置取りを行う。しかし、眼科や歯科での処置や治療では、目に何かをかぶせたり、リ

クライニングを倒したりすることで、ろう者にとって、通訳者が見えない、見えにくい状況が生じていた〈発話例

29,30〉。 
D1-1「歯科における通訳の困難」 
 歯科では、席がリクライニングになり、顔の前には医療者の手がくる。その状態で手話通訳がろう者に見えるよ

うな位置を取るのは困難である。通訳者からは歯科において苦慮する様子が聞かれた〈発話例 29〉。 
〈発話例 29〉「歯科にて」 
（歯科では）結局、やっぱり待合室で、こういう状況というのを聞いて、あとは、もうひたすら見える位置で、邪魔になら

ない位置を必死で考えて、動き回ったという感じでしたね。（C：派遣通訳） 

D1-2「眼科における通訳の困難」 
 眼科では、目の検査等で手話通訳を見ることができなくなる。そのような場合には、聴者が患者の場合は検査し

ながら説明をするところを、ろう者の場合は事前に説明をしてから検査に臨むなどの工夫が必要となる〈発話例 30〉。 
〈発話例 30〉「暗転」 
ろう者の場合は暗転してしまうような、検査の途中で暗くなっちゃうとか目に何かがかかるとか、そういう時は全部最初に、

途中、途中で説明するんじゃなくて全部の流れを説明してからスタートしないとだめですよとか、想像すれば分かりそうな

ことなんですけど、やっぱりそれに思考が至らないというところは、知らない人は致し方ないと思うので、「ああ、そうだ

よね」というふうに気づいてくれればいいんですけど。（N：兼任通訳） 

（D2）通訳者が入れない（入りにくい）場面 
D2-1「検査室における通訳の困難性」及び D2-2「手術室における通訳の困難性」 
 検査室や手術室では通訳者、特に派遣通訳者は入室を拒否される場合がある。このような際に、通訳者はろう者や手

話の専門家として、ろう者への情報保障について、入室前に事前に通訳者を介して医療者から説明をしてもらったり、

合図を決めておく等の助言や相談等を行っていた。 
 また、通訳者の入室については医師の判断に委ねられていた〈発話例 31〉。設置通訳者が所属している病院の場合に

は、待機をし、術後に手術室を訪れる等、臨機応変な対応をしていた〈発話例 32〉。 
〈発話例 31〉「レントゲン室」 
（レントゲンについて）通訳者はいいですとシャットアウトされるところもあるし、ろう者の方が「それじゃ不安や」と言わ

れて、じゃあ一緒にって、行って、説明して、じゃあ出ますっていうパターンもあります。（B：派遣通訳） 

〈発話例 32〉「手術室」 
（手話で対応したら）せん妄とかは起きづらいんじゃないかなと思うんですよね。術後せん妄というんですけど、何というか、

ふだんはすごくしっかりしているんですけど、一般的な方なんですけど手術後にやっぱり環境が変わったりとか、精神的なス

トレスだったりとか、そういうところから暴れちゃったりとか。（K：設置通訳） 

（D3）病室に常駐できない入院時の対応 
 ろう者が入院した際、派遣通訳者がそこに関わることはまれであり、設置通訳者が対応の中心となる。ただし、設置

通訳者であっても、24 時間体制で対応することは不可能である。病棟スタッフへの助言等の行為は、通訳者として､と

いうよりもむしろ、病院スタッフとしての行為という側面が強いと思われる。手話通訳がいない夜間等のありとあらゆ

る場面で、医療者と患者の直接的なコミュニケーションが求められ、通訳者は医療者に助言を行っていた〈発話例 33〉。 
 
〈発話例 33〉「入院時の対応」 
病棟の師長に掛け合って、こういうことが伝わりにくいですとか、口元を見せてほしいからフェースシールドを使ってくださ

いとか、通訳を呼んでください、トイレに行きたいです等いろいろなカードを作って枕元に置いて、これでしゃべってとか、

それの説明はします。あとは「痛い」とか簡単なジェスチャーをできるだけ周りの看護師さんにやってもらうことは、最近は

入退院支援が結構きちっとなっているので入院するときに看護師さんに確認してもらうようにしています。（L：設置通訳） 
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4. 考察 
本研究では、医療場面において手話通訳者が感じる困難さ、課題についてインタビュー調査からテーマ分析を行

った。 
Dean & Pollard（2001）のデマンドコントロールセオリーでは、デマンドを「言語的デマンド」「環境的デマンド」

「個人間デマンド」「個人内デマンド」という４つの枠組みに分類している。本研究での分析により析出された医療

場面における手話通訳者が感じる困難についても、この４つの枠組みを用い、整理することが可能であった。ここ

では、デマンドコントロールの枠組みを用いて、本研究で明らかになった通訳者が直面した困難をデマンドとし、

それに対する対処方法としてのコントロールについて考察する。 
 

言語的デマンド 
医療の専門用語や医療特有の言い回しについて、言語構造の異なる日本語と日本手話の間での翻訳作業に関する

困難さ（A1）が言語的デマンドの例として抽出された。写像的表現や医療の専門用語を表出するためには、専門用

語の適切な理解が必要となる。これは、皆川ら（2022）が、がん情報を手話にて正確に表現するためには、臓器や

器官の位置や形態といった解剖学、治療や検査の具体的な過程や状態についての知識を要すると指摘していること

と一致する。また、医療現場では患者や家族の受け取りの心情に配慮し、「死ぬかも」ではなく「命に関わる」とい

う婉曲的な表現が聞かれることがある。手話は具体的、直接的に陳述し、かつ、結論を述べてから理由を述べるこ

とが多い（松岡, 2015）ため、異言語間における複雑な文構造の組み立ての技術も求められる。インタビューでは抽

出されなかったが、阿部（2015）によると、症状を表す日本語のオノマトペ（「ズキズキ」「ジンジン」等）につい

て翻訳に苦慮していたことが述べられている。同時方式という限られた時間の中で通訳をするにあたって、医療者

による婉曲的な発言の意図を汲みながら、また情報の流れや内容の等価性を維持するために、語順の入れ替えや具

体的な内容を付加する技術が要されているといえる。 
 さらに、この問題を複雑にしているのが通訳者が従来有している倫理的規範である。手話通訳者には、自分の「勝

手な」意見や解釈を通訳活動に持ち込んではならないという倫理的規範がある。9 カ国計 16 の通訳団体の倫理規定

を分析したヘイル（2014）は、通訳者には公平性として、個人的な感情や意見、信条、関心が正確性を妨げないよ

うにし、客観性を保つことが求められていると述べている。特に誤訳の許されない医療現場ではこの倫理的規範が

頭をもたげてくる。一方で、ヘイル（2014）は、通訳や翻訳において「削除や追加を行なってはならない」とする

倫理規定が存在することを指摘したうえで、正確性を保つためには時には追加や削除も必要であり、正確に訳すこ

とは逐語訳をすることとは異なるとも述べている。手話通訳者は翻訳に必要な解釈や情報の付加と、倫理的規範に

抵触する勝手な解釈や情報の付加との狭間で悩んでいた。 
  

環境的デマンド 
ろう者が通訳者が見えない状況での手話通訳者の位置取りを含めた対応等、通訳業務を行うための場のセッテイ

ングに関する困難さとその調整（D1,D2）は、環境デマンドとして捉えることができた。手話通訳を伴う場では、対

話の主体である患者のろう者と、医療者が視線を合わせ、かつろう者の視野に通訳者が入ることが望ましいが、手

話通訳が見えないような状況にろう者がおかれている場合に、環境的デマンドとして手話通訳者は何らかの対処を

要していた。  
全米医療通訳協議会（The National Council on Interpreting in Health Care, 以下、NCIHC）は、通訳者の位置取りは、

患者と医療者との信頼関係を築き明確なコミュニケーションを促進するのに考慮すべき点であり、通訳者は様々な

状況をふまえ、最も効果的な位置を確保する必要があると述べている（NCIHC, 2003）。また、通常の診察のように

通訳者が医療者のそばでろう者と向き合って対話することができない状況が起きる場合には、医療者と相談し、事

前に合図を決めたり、実際の流れを先に説明をしてもらい、それを通訳するという方略が語られた。通訳者が位置

どりに苦慮したり、事前に合図を相談する状況は、阿部（2015）の報告と同様であった。さらに、通訳が同席する

ことのできない入院中の対応についても、設置通訳者達は医療者に手話以外でのコミュニケーション方法を提案す

ることでデマンドへの対応の工夫をしていた（D3）。この問題は手話通訳者のみならず、医療者側の連携や理解の

向上によりデマンドを軽減することが可能であると考えられる。 
 

個人間デマンド 
インタビューの結果、通訳者として医療者と関係を構築することの困難や、医療者とろう者の関係に対する不全

感や介入の困難が個人間デマンドとして抽出された。前者は、医療者が手話通訳者の立場や役割を理解していない

こと（C1）と筆談で対応可能であるという思い込み（B1）、に対する対応、医療者の視線の向き（C2）が三者の関
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係に影響することへの懸念などである。後者は、具体的には、医療者がろう者の知的能力を軽視したり（B2）、ろう

者が医療者に意思表示をすることを躊躇してしまう関係（B3）を見過ごしてよいのか、またそれに対して介入して

よいのかどうかという葛藤が語られた。 
 これらのデマンドが生じる背景としては、医療においてろう者がおかれやすい状況や医療者のろう者に対する理

解の程度について手話通訳者の立場で否応なく実感するからこそ、ろう者と医療者の適切な関係構築に対して、ど

のように介入してよいのか、通訳者としての役割に対する迷いがあったと考えられる。ミドルトン（2017）は、先

行研究から、医療者がろう者や通訳の利用方法に関する知識が不十分であることを指摘し、Barnett ＆ Franks（2002）
もろう者に慣れていない医療者との会話に齟齬が生じると混乱をもたらすと述べている。また、手話通訳養成講座

を通して黒子としての役割を徹底するようトレーニングを受けた手話通訳者は、上記のような個人間デマンドの状

況においてどのように介入するべきかのトレーニングを十分に受けていないのが現状である。 
 以上のように、ろう者とのコミュニケーションについて不慣れな医療者とろうの患者の間で起きる複雑な要因を

持つコミュニケーション不全に対して、通訳者自身が個人間デマンドをコントロールするためのトレーニングプロ

グラムの開発や実施が求められる。 
 

個人内デマンド 
インタビューの結果、個人内デマンドに関して、前述したような医療者への介入（C3）やろう者への働きかけ（B3）

などに対する手話通訳者自身の葛藤と告知場面等での通訳者の感情抑制（A3）という２つのデマンドが抽出された。 
医療者やろう者への働きかけについて、Swabey ＆ Faber（2012）は病院設置の通訳者ではない通訳者の場合、前

者に比べ医療チームの一員としての意識が低いことを指摘している。また、医療チームの中で、手話通訳者として

の役割の境界線やアドボカシーを適切に提供するタイミングについて、病院設置通訳者とそれ以外の通訳者とで相

違があることを述べている。前述してきたように、これまで手話通訳者は研修等で、通訳現場においては、自身の

存在を消し、翻訳作業に従事する黒子のような存在を求められてきたことが、結果的に、通訳者自身がアドボケイ

ト的役割をとることへの躊躇を強めている可能性がある。 
Angelelli（2004）は、医療場面での通訳者は会議通訳者や司法通訳者以上に、自身の存在や行動についてより意識

していることを明らかにした。すなわち、手話通訳者も医療場面において、他の通訳場面以上に自身の行動やその

影響について、強く意識せざるを得ない状況におかれている可能性がある。そして、強く意識するがゆえに、自身

が介入することの是非や介入すべきと考えた場合においてもその程度やあり様について思い悩んでいる様子がうか

がえた。 
また、がんなどの告知場面等において、自身の感情を抑制し通訳者として徹しようとした場合、その態度がろう

者の目にどのように映るのかについて悩む、ということが通訳者から語られた。日常的に医療場面に接していない

派遣手話通訳者だけではなく、病院設置の手話通訳者であっても、医療の諸場面における立ち振る舞いやセルフケ

アについて学ぶ機会が限局されていた。Dean & Pollard（2001）は、中立性や守秘義務の厳守を求めた伝統的な教育

を背景に、通訳者は、情動を感じること自体も専門性に欠ける行為であると感じている、と述べている。告知等の

医療領域特有の場面では、通訳者自身も大きく感情が揺さぶられることが容易に推察されるが、そのような場面に

立ち会った際の感情のコントロールや行動の在り方、通訳後の精神的なケアの方法などについて学ぶ機会はないだ

けではなく、スーパービジョンのような機会も確保されていない。  
患者の病態や診察等の状況も一様ではない中、臨機応変な行動を求められる手話通訳者にとって、どのように行

動すべきかは本質的なデマンドであり、デマンドを調整する力をいかに高めていくのか、デマンドコントロールを

中心とした研修のあり方が求められる。  
 

実践への示唆 
個人間や個人内のデマンドの節でもふれたように、複数の通訳者から、これまで研修で教えられてきた通訳者の

対応のあり方では、実際に直面する困難を解消するのは難しいとの声が聞かれた。言語的デマンドをコントロール

するためには、大野（2017）が音声言語の医療通訳の領域で提案しているように、手話通訳の通訳養成や研修にお

いても、医療の専門知識に加え、通訳訓練を充実させる必要があり、デマンドをコントロールするためのスキルや

知識を習得することが求められる。また、医療者に対し、ろう者や通訳者についての研修や、手引書を用いること

によって、通訳者が対応に苦慮していた環境的デマンドや個人間のデマンドを軽減させることが可能になると考え

る。さらに、今後、通訳者の研修や養成の現場で、自身の存在を積極的に認識し、その場で起きる様々な現象に対

応し、通訳活動を遂行するための技術の習得が必要である。 
手話通訳者は、その場に存在する医療者やろう者、そして通訳者自身という生身の人間の感情や立場等をふまえ
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つつ、その関係調整を行いながらも、不全感や葛藤を抱いている。このような状況の中、手話通訳者が機能的にそ

の専門性を活かし、患者中心の医療を実現するには、医療者との協働が必須である。相互コミュニケーションをと

りながら、「患者（ろう者）の命を守る」という本来の目的を達成するために、お互いの専門性が発揮できる環境作

りが重要と考えられる。 
医療者が手話通訳を十分に活用し、医療者の専門性を発揮し医療提供を円滑に行うために、具体的には、医療者

は、高度な翻訳作業を遂行する通訳者のデマンドを軽減すべく、分かりやすい説明や再確認を心がけ、ろう者主体

の診察を意識する必要がある。また、ろう者の医療者は、ろう者の患者に適切な医療提供を行う際の有力な助言者

にもなりえる。ろう者の医療者を増やすことも、ろう者への円滑な医療提供に結びつくと考えられる。 
手話通訳者は、翻訳作業の枠を超え、通訳者としての倫理規範に基づきながら、通訳活動が円滑に行えるよう専

門家として確認等を行い、医療者との協働作業であることに意識をもちデマンドをコントロールする能力を向上さ

せることが求められる。Dean & Pollard （2011）は、手話通訳者が抱えるストレスの要因として、通訳の養成の不足

や、専門職としての支援体制の欠如を列挙し、スーパービジョンの重要性を説いている。手話通訳者を対象にした

スーパービジョンは、自らの実践を省察し、手話通訳の位置取りや役割を明確にできる点で、デマンドコントロー

ルにおいて有効と言われており（Hetherington, 2012）、国内におけるスーバービジョン体制の整備が今後の課題と考

えられる。 
  

本研究の限界と意義 
本研究は対象者が 16 名と限られており、本研究にて明らかにした手話通訳者が感じる困難さ、課題の一般化には

限界がある。さらに、I〜P の設置・兼任通訳者は日常的に医療現場に身を置いており、派遣時のみ手話通訳を行っ

ているＡ～Ｈは日常的に医療現場に関わってはいないが、通訳活動が 4 年以下の者は 1 名のみ（その 1 名も年に 20
回以上医療場面での通訳を行っている）であった。本研究では、医療場面での手話通訳の現場を熟知している通訳

者から様々な課題を抽出できたという利点がある一方で、通訳活動が 4 年以下で医療場面での手話通訳の頻度も年

4 回以下というような医療場面での通訳の経験年数の少ない手話通訳者の意見は反映できなかった。 
また、吉田ら（2021）は病院設置通訳者と派遣通訳者には異なる特徴と利点があることを明らかにしている。本

研究の対象者の通訳形態は派遣、設置、兼任と様々であり、それらの属性による差異に着目した分析は行っていな

い。 
今後、通訳者の通訳経験によるデマンドの違いを明らかにすることで、対象者を絞った研修の在り方を検討でき

る可能性がある。また、これまで研究対象とされてこなかった兼任通訳者の役割について分析することで、より充

実したろう者への医療提供が臨める可能性も考えられる。今後、ろう者への医療に資するため、属性を細分化した

分析を行う必要性がある。 
以上の限界はあるものの、国内でこれまでなされてこなかった手話通訳者へのインタビューから、手話通訳者が

医療現場で感じたデマンドを明らかにし、新たな知見の追加に貢献していると考える。本研究結果を医療者ととも

に共有することで、医療者が効果的に手話通訳を活用できると期待される。そして、効果的な手話通訳の活用は、

医療者とろう患者にとってより良い情報伝達や意思表示を保障し、適切な医療の提供に資すると考えられる。 
 

5. 結語 
 手話通訳者は言語の翻訳の困難さだけではなく、現場に介入する一人の通訳者として、ろう者や医療者との関係

性の調整に苦慮していた。どのようにすれば、うまく双方の関係性を調整できるのか、その上で、その解決のため

の介入行為そのものが通訳実践の範囲として許されるのか、様々な要因の兼ね合いを考えつつ選択をすることが求

められる。複数の通訳者から、研修で教えられてきた通訳者の対応のあり方では、実際に直面する困難を解消する

のは難しいとの声が聞かれており、デマンドコントロールを医療手話通訳のトレーニングプログラムに積極的に盛

り込む必要性が示唆される。また、本研究の結果を医療者と共有することにより、医療者が効果的に手話通訳者を

活用し、医療者とろう者にとってよりよい医療提供が行える環境づくりが求められる。 
 
（注釈１）手話通訳士 
手話通訳者は、手話通訳者全国統一試験の合格等により地方自治体等で登録し手話通訳活動を行う者をいう。手話

通訳士は、手話通訳者として活動をしている者のうち、全国手話通訳技能検定試験（手話通訳士試験）に合格した

者が登録できる厚生労働省の認定資格である。裁判等の高度な通訳を担う（西田, 2021 他）。 
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